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(57)【要約】
【課題】携帯品の携帯装置を提供する。
【解決手段】本発明は携帯品の携帯装置を提供し、装置
は、主体、および、少なくとも一つの挟着アームを有す
る。主体は連接部を有し、連接部の少なくとも一側が湾
曲アームを設置し、湾曲アームの連接部から離れる一端
が、第一枢接部を設置し、少なくとも一つの挟着アーム
一端が第二枢接部を設置して、第二枢接部と主体の湾曲
アームの第一枢接部が枢接され、ラチェットを使用して
、固定する。挟着アームと主体間に、調整可能な挟持空
間を形成し、使用時、この挟持空間により、使用者の腕
や棒状体上で挟持し、連接素子により、携帯品を主体上
に設置するか、または、直接、携帯品を主体上に結合す
れば、方便使用者の携帯と携帯品の使用が便利になる。
これにより、固定動作が快速、便利で、人体に影響がな
く、且つ、製造コストと故障率が低く、および、使用時
、予期せずに開くことを防止する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯品の携帯装置であって、主体、および、少なくとも一つの挟着アームを有し、
前記主体は連接部を有し、前記連接部の少なくとも一側が湾曲アームを設置し、前記湾曲
アームの連接部から離れる一端が、第一枢接部を設置し、前記第一枢接部上に、少なくと
も一つの第一ラチェットを設置し、
前記少なくとも一つの挟着アームは、一端が第二枢接部を設置して、前記第二枢接部と前
記主体の湾曲アームの第一枢接部が枢接し、前記挟着アームと前記主体間に、調整可能な
挟持空間を形成し、前記第二枢接部は、弾性があるバーを設置し、前記バー上に複数の第
二ラチェットを設置し、前記第二ラチェットと前記主体の前記湾曲アームの第一枢接部の
第一ラチェットが噛合し、挟持空間方向でだけ旋回する単一方向の制動を形成し、前記バ
ーを押して、バーを変形させて、前記バーの第二ラチェットを、前記主体の第一ラチェッ
トから脱離させて、前記挟着アームを前記挟持空間から開くことを特徴とする携帯品の携
帯装置。
【請求項２】
前記二個の湾曲アームは、それぞれ、前記主体の前記連接部の相対する両側に設置され、
前記二個の挟着アームは、それぞれ、前記二個の湾曲アーム上に設置されることを特徴と
する請求項１に記載の携帯品の携帯装置。
【請求項３】
前記主体の第一枢接部上に、枢接槽を設置し、前記挟着アームの前記第二枢接部は枢軸を
設置し、前記枢軸は、前記主体の前記湾曲アームの前記第一枢接部の前記枢接槽内に設置
されて、前記挟着アームと前記主体の前記湾曲アームが枢接することを特徴とする請求項
１に記載の携帯品の携帯装置。
【請求項４】
前記主体の前記湾曲アームは、前記第一枢接部と前記連接部間に、中空孔を形成し、前記
中空孔は、前記挟着アームのバーを穿設することを特徴とする請求項１に記載の携帯品の
携帯装置。
【請求項５】
さらに、連接素子を有し、前記連接素子は、前記主体の前記連接部上に設置されることを
特徴とする請求項１に記載の携帯品の携帯装置。
【請求項６】
前記主体の前記連接部は旋転槽を設置し、前記旋転槽内に、弾性シフトする弾性片を設置
し、前記弾性片上に第一突出点を設置し、前記連接素子は、承置部を有して、携帯品を放
置結合し、前記連接素子底面中央は、少なくとも一つの係合部、および、ループ状で間隔
を隔てて配列される複数の第二突出点を設置し、前記係合部は、前記主体の前記連接部の
前記旋転槽内で係合し、前記複数の第二突出点と前記主体の前記弾性片上の前記第一突出
点は交錯結合して、前記連接素子が旋転して角度を調整できるとともに、調整後、自動で
定位することを特徴とする請求項５に記載の携帯品の携帯装置。
【請求項７】
前記連接素子の承置部表面上に、保護テープを設置することを特徴とする請求項７に記載
の携帯品の携帯装置。
【請求項８】
携帯品の携帯装置であって、主体、および、少なくとも一つの挟着アーム、を有し、
前記主体は連接部を有し、前記連接部の少なくとも一側が湾曲アームを設置し、前記湾曲
アームの前記連接部から離れる一端が、第一枢接部を設置し、前記第一枢接部上に、複数
の第一ラチェットを有し、
前記の少なくとも一つの挟着アームは、一端が第二枢接部を設置して、前記第二枢接部と
前記主体の前記湾曲アームの前記第一枢接部が枢接し、前記挟着アームと前記主体間に、
調整可能な挟持空間を形成し、前記第二枢接部は、弾性があるバーを設置し、前記バー上
に、少なくとも一つの第二ラチェットを設置し、前記第二ラチェットと前記主体の前記湾
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曲アームの前記第一枢接部の前記第一ラチェットが噛合して、挟持空間方向にだけ旋回す
る単一方向の制動を形成し、前記バーを押して前記バーを変形させて、前記バーの前記第
二ラチェットを、前記主体の前記第一ラチェットから脱離させて、前記挟着アームを前記
挟持空間から開くことを特徴とする携帯品の携帯装置。
【請求項９】
前記二個の湾曲アームは、それぞれ、前記主体の前記連接部の相対する両側に設置され、
前記二個の挟着アームは、それぞれ、前記二個の湾曲アーム上に設置されることを特徴と
する請求項８に記載の携帯品の携帯装置。
【請求項１０】
さらに、連接素子を有し、前記連接素子は、前記主体の連接部上に組み込まれ、前記主体
の前記連接部は旋転槽を設置し、前記旋転槽内に、弾性シフトする弾性片を設置し、前記
弾性片上に第一突出点を設置し、前記連接素子は、承置部を有して、携帯品を放置結合し
、前記連接素子底面中央は、少なくとも一つの係合部、および、ループ状で間隔を隔てて
配列される複数の第二突出点を有し、前記係合部は、前記主体の前記連接部の前記旋転槽
内で係合され、前記複数の第二突出点と前記主体の前記弾性片上の第一突出点が交錯結合
して、前記連接素子が角度を調整できるとともに、調整後、自動で定位することを特徴と
する請求項８に記載の携帯品の携帯装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯装置であって、携帯品を体に装着できる携帯装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　科学技術の進歩に伴い、スマートフォン、ＰＤＡ、ナビゲーション、メディアプレーヤ
ー等の携帯式電子装置は、現代人の生活にとって不可欠な携帯品である。これらの携帯品
をリュックサックに入れると、頻繁な取り出しが面倒であるが、手で持つとなると、活動
も妨げられて不便であり、よって、携帯と使用の両方において便利な携帯装置が必要であ
る。また、電子装置は、太陽エネルギー板を内蔵する傾向があるので、太陽エネルギーを
吸収できるように、長時間露出でき、且つ、体が電磁波の影響を受けないように、電子装
置を身体から離れた状態で携帯できる方式が必要である。
【０００３】
　従来の携帯装置である手提げ式ケース、アームバンドケース、ベルト式ケース等におい
て、中華民国特許第I341707号のアームバンドケース等の弾性ベルトで腕に装着するタイ
プは、ねじりばねを常態で枢軸棒上に巻設することにより、弾性ベルトを留め具に掛ける
時、ねじりばねが、反対方向の回復力を生成して、弾性ベルトが物件上にしっかりと固定
されて、携帯装置が、しっかりと物件上に固定される。
【０００４】
　従来の携帯装置には以下のような欠点がある。
【０００５】
　1.使用時、弾性ベルトは、ねじりばねの弾力で外向けに引く力に耐え、枢軸棒を旋転さ
せて、弾性ベルトが露出する長さを徐々に長くする必要があるので、弾性ベルトの露出長
さが十分である時、弾性ベルトで物件を押さえ、さらに、開孔を通過させるとともに、留
め具に掛けて、弾性ベルトを留め具に固定するので、固定動作が面倒で時間もかかり、且
つ、人体上で、弾性ベルトを長時間の締め付けるのはよくない。
　2.構成素子が多く、組み立てが困難で、且つ、ねじりばね、および、ばねを使用するの
で、製造コスト、および、故障率が高い。
【０００６】
　3.開くときに使用するボタンが突状で、不注意で触れることにより、開いてしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　本発明は、携帯品を体に装着できる携帯装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明による携帯品の携帯装置は、主体、および、少なくとも一つの挟着アームを有す
る。主体は、連接部を有し、連接部の少なくとも一側が湾曲アームを設置し、湾曲アーム
の連接部から離れる一端が、第一枢接部を設置し、第一枢接部上に、少なくとも一つの第
一ラチェットを設置する。少なくとも一つの挟着アームは、一端が第二枢接部を設置して
、第二枢接部と主体の湾曲アームの第一枢接部が枢接する。挟着アームと主体間に、調整
可能な挟持空間を形成し、第二枢接部は、弾性があるバーを設置し、バー上に、複数の第
二ラチェットを設置する。第二ラチェットと主体の湾曲アームの第一枢接部の第一ラチェ
ットは噛合し、単一方向でだけ旋回する単一方向の制動を生成し、バーを押して変形させ
て、バーの第二ラチェットを、主体の第一ラチェットから脱離させ、旋回させて、挟着ア
ームを開く。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、使用時、直接、挟着アームを旋回させて、挟着アームと主体間が、適当な挟
持空間を形成し、使用者の腕や棒状体上への固定動作が快速、且つ、簡単で、また、ラチ
ェットを利用して固定した後、挟力が持続しないので、人体を締め付けることがない。
【００１０】
　本発明は、構成素子が少なく、組み立てが容易で、且つ、ねじりばね、および、ばねを
使用する必要がなく、製造コストと故障率が低くなる。
【００１１】
　本発明は、開くとき、挟着アームのバーを押して、バーを変形させて、バーの第二ラチ
ェットを、主体の湾曲アームの第一ラチェットから脱離させて、予期せずに開くことを防
止する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の立体分解図である。
【図２】本発明のもうひとつの立体分解図である。
【図３】本発明の立体組み合わせ図である。
【図４】本発明の断面図である。
【図５】本発明のもう一つの断面図である。
【図６】本発明の二個の挟着アームが反対方向に旋回する作動図である。
【図７】本発明の腕に着用した使用状態図である。
【図８】本発明の二個の挟着アームを旋回させて開く作動図である。
【図９】本発明による連接素子を調整する作動図である。
【図１０】本発明を卓上に置いた使用状態図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１から図５を参照すると、本発明携帯品の携帯装置は、主体１０、二個の挟着アーム
２０、および、連接素子３０を有する。
【００１４】
　主体１０は、携帯品を結合する連接部１１を有し、連接部１１の少なくとも一側が湾曲
アーム１２を設置し、本実施例は、相対する両側に、それぞれ、湾曲アーム１２を有する
。連接部１１は旋転槽１１１を設置し、旋転槽１１１内に、弾性シフトする弾性片１１２
を設置し、弾性片１１２上に、第一突出点１１２１を設置する。湾曲アーム１２の連接部
１１から離れた一端に、第一枢接部１２１を設置し、第一枢接部１２１は横棒状をなし、
湾曲アーム１２は、第一枢接部１２１と連接部１１間に、中空孔１２２を形成し、第一枢
接部１２１上に、枢接槽１２１１、および、複数の第一ラチェット１２１２を設置する。
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【００１５】
　本実施例において、少なくとも一つの挟着アーム２０は、二個の弧状の挟着アーム２０
で、一端が第二枢接部２１を設置し、第二枢接部２１は、枢軸２１１、および、弾性のあ
るバー２１２を設置し、バー２１２は、主体１０の湾曲アーム１２の中空孔１２２中に穿
設され、バー２１２上に、複数の第二ラチェット２１２１を設置する。枢軸２１１は、主
体１０の二個の湾曲アーム１２の第一枢接部１２１の枢接槽１２１１内に設置されて、二
個の挟着アーム２０と主体１０の二個の湾曲アーム１２が枢接する。二個の挟着アーム２
０と主体１０間は、調整可能な挟持空間４０を形成し、第二ラチェット２１２１と主体１
０の二個の湾曲アーム１２の第一枢接部１２１の第一ラチェット１２１２は噛合し、二個
の挟着アーム２０が反対方向に旋回する単一方向の制動（挟持空間４０方向）を形成し、
また、挟着アーム２０の挟持空間４０に近い内表面に、保護テープ２０１を設置し、保護
テープ２０１は発泡材質である。
【００１６】
　連接素子３０は、主体１０の連接部１１上に設置され、連接素子３０は、承置部３１を
有して、携帯品を放置結合し、承置部３１の表面上は、保護テープ３１１を設置して、携
帯品を保護するとともに、均圧する。連接素子３０の底面中央は、少なくとも一つの係合
部３２、および、ループ状で間隔を隔てて配列される複数の第二突出点３３を設置する。
本実施例において、少なくとも一つの係合部３２は、二個の係合部３２で、二個の係合部
３２は、主体１０の連接部１１の旋転槽１１１内で係合し、複数の第二突出点３３と主体
１０の弾性片１１２上の第一突出点１１２１が交錯固定して、連接素子３０が旋転して、
角度を調整できるとともに、調整後、自動で定位する。
【００１７】
　本発明の使用時、図６、図７に示されるように、二個の挟着アーム２０を反対方向に旋
回させて閉じると、二個の挟着アーム２０と主体１０間に形成された挟持空間４０が縮小
し、挟持空間４０により、使用者の腕や棒状体上で挟持し、二個の挟着アーム２０の第二
ラチェット２１２１と、主体１０の湾曲アーム１２の第一ラチェット１２１２の?合によ
り、二個の挟着アーム２０がしっかりと挟めて緩まないように制限し、安定した固定を達
成し、連接素子３０を用いて、スマートフォン、ＰＤＡ、ナビゲーション、メディアプレ
ーヤー等の携帯品５０を主体１０上に設置するか、または、直接、スマートフォン、ＰＤ
Ａ、ナビゲーション、メディアプレーヤー等の携帯品５０を主体１０上に結合し、方便使
用者が、携帯品５０を携帯したり、使用したりするのを便利にする。
【００１８】
　取り外したいとき、図８に示されるように、二個の挟着アーム２０の第二枢接部２１の
バー２１２を外側に加力して、バー２１２を変形させ、バー２１２の第二ラチェット２１
２１を、主体１０の湾曲アーム１２の第一ラチェット１２１２から脱離させれば、旋回し
て、二個の挟着アーム２０を開くことができ、つまり、挟持空間４０を逆向きに開けば、
本発明の携帯品の携帯装置を、使用者の腕や棒状体から取り外すことができる。
【００１９】
　さらに、図９に示されるように、使用時、弾性片１１２の弾性シフトの特性により、必
要に応じて、連接素子３０を旋転させて角度を調整し、連接素子３０底面の第二突出点３
３を、元は、主体１０の弾性片１１２の第一突出点１１２１と交錯して固定されていた位
置から脱離させるとともに、連接素子３０の角度を調整後、連接素子３０の第二突出点３
３と主体１０の弾性片１１２の第一突出点１１２１を新たに交錯固定することにより、自
動定位し、使用者のニーズを満たすことができる。
【００２０】
　また、本発明は、使用者の腕や棒状体上で使用できる以外に、図１０に示されるように
、二個の挟着アーム２０を、支持フレームとして、卓上に置き、連接素子３０、および、
携帯品５０を適当な角度の傾斜にすれば、使用者が携帯品５０を使用するのが便利である
。
【００２１】
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　さらに、第一枢接部１２１上に、少なくとも一つの第一ラチェット１２１２を設置し、
バー２１２上に、複数の第二ラチェット２１２１を設置し、その数量は、同様の効果があ
れば、互換性があり、即ち、第一枢接部１２１上に、複数の第一ラチェット１２１２を設
置し、バー２１２上に、少なくとも一つの第二ラチェット２１２１を設置してもよい。
【００２２】
　上述の構造により、以下のような効果が達成される。
【００２３】
　1.使用時、直接、挟着アーム２０を旋回させて、挟着アーム２０と主体１０間に、適当
な挟持空間４０を形成して、使用者の腕や棒状体上への固定動作が快速、且つ、便利で、
また、ラチェットを利用して固定し、単一方向の制動作用を有し、安定した挟持特性を有
しつつ、持続した挟力がないので、人体に影響がない。
【００２４】
　2.本発明は構成素子が少なく、組み立てが簡単で、且つ、ねじりばね、および、ばねを
使用する必要がなく、製造コストと故障率が低くなり、経済効果が高い。
【００２５】
　3.本発明は、開くとき、挟着アーム２０のバー２１２を押して、バー２１２を変形させ
、バー２１２の第二ラチェット２１２１を、主体１０の湾曲アーム１２の第一ラチェット
１２１２から脱離させ、予期せずに開くことを防止する。
【００２６】
　4.本発明の主体１０、および、挟着アーム２０は、内部に、その他の構成素子を組み込
む必要がないので、薄型化が達成される。
【００２７】
　本発明では好ましい実施例を前述の通り開示したが、これらは決して本発明に限定する
ものではなく、当該技術を熟知する者なら誰でも、本発明の精神と領域を脱しない範囲内
で各種の変動や潤色を加えることができ、従って本発明の保護範囲は、特許請求の範囲で
指定した内容を基準とする。
【符号の説明】
【００２８】
10　　　主体
11　　　連接部
111　　 旋転槽
112　　 弾性片
1121　　第一突出点
12　　　湾曲アーム
121　　 第一枢接部
1211　　枢接槽
1212　　第一ラチェット
122　　 中空孔
20　　　挟着アーム
201　　 保護テープ
21　　　第二枢接部
211　　 枢軸
212　　 バー
2121　　第二ラチェット
30　　　連接素子
31　　　承置部
311　　 保護テープ
32　　　係合部
33　　　第二突出点
40　　　挟持空間
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50　　　携帯品 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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